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序 安倍政権の地方政策とその分析視角 

 本稿の課題は、第二次安倍晋三内閣以降の自民・公

明連立政権の主要な地方政策を概観し、政策間の相

互連関を整理すること、地方自治の観点から見たそ

れらの政策の問題点を明らかにすることである。 

 第二次安倍政権以降の主な地方政策は、以下のよ

うな内容であった。①国家戦略特区による特定地域

の国際競争力の強化（2013年～）、②各自治体が人口

減少対策と地域活性化にとりくむ地方創生（2014年

～）、③連携中枢都市圏や定住自立圏など自治体間の

広域連携の強化（2014年～）、④各地域の公共施設の

統廃合と再編（2015年～）、⑤PFI・PPPを中心とし

た公共サービスの市場化や公的不動産における民間

活力の導入（2013年～）、⑥「Society5.0」に対応す

るAI技術を駆使したスマートシティづくりと地方行

政のデジタル化（2017年～）。後述するように、これ

らの政策は相互に関連性をもって推進されてきてい

る。 

 本稿では、これらの政策とその連関を検討する際

に、以下の六つの視点を設定し、それぞれについて第

二次安倍政権以降における変化を考察する。 

 第一に、地方政策と経済政策の関係を分析する視

点である。日本の地方政策は、1990年代の地方分権改

革以降、経済のグローバル化に対応した国家の構造

改革としての側面を常に有していた（進藤2003）。特

に2000年代の小泉純一郎政権において、政府の意思

決定に対する経済界の影響力が強まり、地方政策に

おいても市町村合併、NPM型行政改革や道州制など

財界の要求する改革の追求が行われた。また規制改

革会議など経済界の影響力の強い内閣府系の会議で

は、自治体の公共サービスの民営化等を「官製市場の

開放とビジネスチャンスの拡大」と捉える主張が公
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然と現れるようになった。第二次安倍政権では、安倍

首相の目玉政策である「アベノミクス」の柱として

「ローカル・アベノミクス」が掲げられ、自治体もこ

の経済政策に動員されることとなった。また、経済財

政諮問会議はもちろん、産業競争力会議および後継

の未来投資会議において提案された財界の意向が、

後述する「公共サービス産業化」や「スマートシティ」

政策として具体化されている。総じて、第二次安倍政

権以降の地方政策は、経済政策に従属するものとし

て位置づけられながらその改革が進められていると

考えられ、本稿でもその点を具体的に考察する。 

 第二に、第一の点のコロラリーとして公共サービ

スの「市場化」を分析する視点である。これは安倍政

権下では「公的サービスの産業化」あるいは「公共

サービスの産業化」と呼ばれる。自治体の公共サービ

スは、憲法に基づき住民の人権を保障し生活を維持

発展させるために提供されている。これらを「官製市

場」とみなしそれを解放することで企業の「ビジネス

チャンス」を拡大することは、すでに小泉政権期から

行われてきた。安倍政権では、「経済政策としての地

方政策」の手段として、「公共サービス産業化」とい

うスローガンのもと、公的不動産の民間活用や公共

施設へのPFI方式の導入が進められている。それらが

自治体公共施設の再編とセットで行われているのも

特徴である。 

 第三に、経済界が主張するSociety5.0への対応を中

心に自治体サービスの再編を分析する視点である。

ここには、地方行政のデジタル化やAIの導入に加え、

その基盤となる各自治体の業務の標準化、統合など

も含まれる。地方創生、公共施設再編から「自治体構

想2040」報告、第32次地制調答申およびスーパーシ

ティ特区に至る政策展開には、各地方自治体の業務

を標準化したうえで統合するとともに、そこにAI技
術を導入することにより大胆に効率化することが追

求されている。この取り組みは2020年に新型コロナ

ウイルスの感染拡大によって、さらにその加速化が

要請されることとなった。「地方行政のデジタル化」

は第32地制調答申でも最重要課題に位置付けられて

おり、2020年9月に発足した菅義偉政権は、政権の主

要政策としてこれを推進している。 

 第四に、統治および自治の単位としての地方自治

体やそのサービスの「規模（スケール）」の再編、す

なわちリスケーリングを分析する視点である。リス

ケーリングとは、経済・社会・政治の変動を受け、国

家が政策介入し制御する空間的範囲を再調整するこ

と、それにより新たなスケールが再定義・再構築され

ること（斎藤2014、外川2016a）である。リスケーリ

ングは、特に1990年代以降に進行した経済のグロー

バリゼーションが、国家や地方自治体という統治の

規模の見直しを大規模に引き起こした事態を説明す

る概念として地理学や社会学を中心に注目を集めて

いる1)。 

 地方創生から「自治体構想2040」報告および第32次

地制調報告までの地方政策には、多くの基礎自治体

を都市中心の「圏域」に再編し、それらを財政配分の

受け皿とするだけでなく、将来的には市町村に代わ

る自治体サービスの「標準」とする一貫した流れがあ

る。2000年代には市町村合併の推進や道州制構想の

具体化によって追求された自治体の規模の再編＝リ

スケーリングは、第二次安倍政権においては、もっぱ

ら「圏域」化によって追求されている。 

 第五に、国家（中央政府）と地方自治体の関係にお

ける新たな集権化を分析する視点である。政府の推

進する地方創生や自治体の公共施設再編においては、

内閣府や総務省など中央政府が作成したフォーマッ

トに沿って各自治体が重要業績指標（KPI）を設定し、

その「成果」に基づき地方交付税の配分等の財政措置

が行われている。自治体の財源保障が中央政府の求

める政策遂行と強く結びつけられており、「KPI管理

型統制」というべき新たな集権化が進行している。 

 第六に、基礎自治体における地方自治の変容を分

析する視点である。上記5つの点で分析される地方政

策の帰結として、地方自治体、特に基礎自治体におけ

る自治の変容が進んでいる。具体的には、中央政府の

経済政策やKPI型統制により自治体の政策決定が制

約されている問題、公共施設の再編や公共サービス

の産業化およびAI導入により個別サービスや施設運

営に住民意思が反映されなくなる問題、「圏域」の標

準化により「広域化」したサービスに対する各自治体

の自律的な意思決定が後退する問題などが挙げられ

る。総じて第二次安倍政権以降の地方政策によって、

憲法で保障された地方自治の「空洞化」が危惧される

事態となっている。 

 本稿では、安倍政権の地方政策の全体像に迫るべ

く、上記の視点に基づいて各政策の特徴を分析しな

がら、それらの相互連関を考察する。ここではおおよ

その時系列に沿って、①国家戦略特区による競争力

強化、②地方創生に基づく自治体の総合戦略づくり
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と広域連携、③地方創生に基づく自治体公共施設の

「選択と集中」政策と「公共サービスの産業化」、④総

務省「自治体戦略2040構想」報告から第32次地制調報

告に至るスマートシティ政策と「圏域」マネジメント

の具体化を分析していく。 

 

一 国家戦略特区：大都市中心の規制緩和と競

争力強化 

 第二次安倍政権が最初に取り組んだ地方政策は、

国家戦略特区の制度を創設し、特定地域の規制緩和

を推進することであった。これは地方政策と言って

も、それまでの地方分権改革や地域主権改革のよう

に地方自治制度改革の系譜に連なるものではなく、

国家主導の経済政策という側面を色濃く持つもので

あった。同時に、この政策が東京など大都市の国際競

争力強化を追求することによって、次節で見る地方

創生とは矛盾する、一極集中を加速し地域間格差を

拡大する特徴を持っていたことも確認しておきたい。 

 

（1）国家戦略特区制度の概要 

国家戦略特区のスキーム 

 国家戦略特別区域法（国家戦略特区法）は、2013

年12月に成立した。 

 同法は、その目的について、「経済社会の構造改革

を重点的に推進することにより、産業の国際競争力

を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形

成を促進する」ために、国が「国家戦略特別区域」を

定め、同区域において「規制改革等の施策を総合的か

つ集中的に推進する」と定めている。 

 同法の基本的な枠組みは以下のとおりである（山

口2014）。 

 第一に、内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議を設

置する。同会議は、内閣総理大臣を議長とし、官房長

官や担当大臣に加え、民間議員をメンバーとする合

議体である。同会議において、意見聴取を行い政府が

国家戦略特別区域基本方針を策定し、政令によって

区域の指定と内閣総理大臣による区域方針の決定が

行われる。 

 第二に、区域方針の決定を受けて、特区ごとに国家

戦略特別区域会議が設置される。同会議は、国家戦略

特区担当大臣と関係地方公共団体の長、および内閣

総理大臣が選定した民間事業者によって構成される。

合議体であるが、その通称が「国家戦略特区統合推進

本部」とされているように、具体的な事業計画を策

定・実施する実働部隊でもある。同会議は国家戦略特

別区域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を経て、同

計画を実施する。 

 第三に個別の規制緩和の仕組みである。国家戦略

特区法では、規制に特例措置を適用しそれらを緩和

する対象となる法律を列挙している。主な法律は、旅

館業法、医療法、建築基準法、道路法、農地法などで

ある。これらは、国家戦略特区法で規制緩和を検討す

る対象項目として列挙された、医療、雇用、教育、都

市再生・まちづくり、農業、歴史的建造物の活用の6

分野に対応している。これらの諸分野のいずれかに

該当する規制緩和の計画が、諮問会議を経て区域方

針に盛られ、区域会議の区域計画で具体化されるこ

とによって、個別の規制緩和が実施される運びとな

る。 

 

国家戦略特区にもとづく特例措置の現状 

 国家戦略特区は、2014年5月に東京圏、関西圏など6

地域に対して第1次指定が行われた。続いて2015年8

月に愛知県など3地域に対して第2次指定が、2016年

には千葉市（東京圏）など3地域に対して第3次指定が

行われた。この間、2015年より毎年国家戦略特区法の

改正が行われ、規制緩和のメニューが追加されてい

る。2020年には「スーパーシティ特区」を盛り込んだ

国家戦略特区法の改正案が国会で審議・可決された。 

 国家戦略特区制度を通じた規制緩和は、2020年4月

現在で特区措置66、全国措置36が行われている。その

内容は、都市再生、創業、外国人材の活用、観光、医

療、介護、保育、雇用、教育、産業、近未来技術など

の諸分野を含むものであった2)。 

 

（2）経済政策としての国家戦略特区 

 次に、国家戦略特区制度が導入された経過を概観

しよう。 

 第二次安倍政権は、2012年12月の政権発足直後に

日本経済再生本部を発足させた。この目的は、「経済

財政諮問会議との連携の下、円高・デフレから脱却し

強い経済を取り戻すため、政府一体となって、必要な

経済対策を講じるとともに成長戦略を実現すること」

とされる3)。同本部は第二次安倍政権以降、内閣の経

済政策の企画・立案の「司令塔」として機能してきた

が、同本部に最初に設置されたのが産業競争力会議

であった（2013年1月）。産業競争力会議は、「我が国

産業の競争力強化や国際展開に向けた成長戦略の具
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現化と推進について調査審議する」ため、内閣総理大

臣を議長とし、副総理、経済財政担当大臣、官房長官

など閣僚の他、多くの財界人や学識経験者が議員と

して加わった。 

 この産業競争力会議が安倍政権の経済政策「アベ

ノミクス」における成長戦略の有力な提言として発

表したのが、「日本再興戦略 Japan is Back」（2013

年6月）であった。同戦略は、「民間の力を最大引き出

す」「全員参加で世界に勝てる人材を育てる」「新しい

フロンティアを作り出す」ことなどを掲げたが、その

手段の一つに位置付けられたのが国家戦略特区で

あった4)。すなわち、「新たな手法として、内閣総理大

臣主導で、国の成長戦略を実現するため、大胆な規制

改革等を実行するための突破口として、「国家戦略特

区」を創設すること」を掲げ、「国・自治体・民間の

各主体が（略）三者一体となって取り組む案件であっ

て、これまでの特区では実現が期待できなかった、世

界からの投資を惹きつける程度にインパクトのある

ものに限って対象とし、スピード感を持って実現し

ていく」とされたのである。 

 産業競争力会議において、国家戦略特区の導入論

議を主導したのは、竹中平蔵議員であった。当初「ア

ベノミクス特区」と呼ばれていた構想で竹中が強調

したのは、①これまでの構造改革特区、総合特区では

経済成長に直結する制度改革に踏み込んでいないこ

と、②内閣総理大臣の主導により特区を推進する体

制を構築すること、③地域活性化だけでなく国全体

の経済成長の柱として特区を位置づけること、で

あった5)。この竹中の提案を受ける形で国家戦略特区

ワーキンググループが立ち上げられ、上述のような

特区の体制が設計されていったのである。同ワーキ

ンググループの議論においては、竹中の意向を受け

た民間委員が制度設計の議論に大きな影響を与えた

ことが指摘されている（服部2013）。 

 総じて国家戦略特区は、第二次安倍政権の経済政

策、特に成長戦略の目玉政策として導入されたとい

えよう。小泉政権は、2000年代に「官から民へ」のス

ローガンのもとに、財界の意向を直接に政策化した。

第二次安倍政権は、2010年代においてこれを受け継

ぎ、「世界一ビジネスのしやすい環境」を実現するた

め、2000年代からの規制改革を一段階上のステージ

に押し上げることをめざしたのである。 

 

 

（3）国家戦略特区のガバナンス 

 次に、これまでの記述をふまえ、国家戦略特区のガ

バナンスの特徴を検討しよう。 

 

国家（中央政府）によるトップダウンの規制緩和 

 第一に、従来の特区制度と異なり、国家＝中央政

府、さらに言えば内閣総理大臣主導で行われる特定

地域の規制緩和であるということである。 

 2000年代の構造改革特区制度は、その狙いこそ国

家戦略特区と同様の規制緩和であったものの、自民

党政権が推進してきた地方分権の理念をふまえ、「地

域の活性化」（構造改革特区法第一条）をその目的に

掲げていた。そして特区の申請は地方自治体の申請

を内閣総理大臣が認定するという形を採用しており、

まがりなりにも地域の「自主性」に基づいて行われる

ものとなっていた。実際、構造改革特区で採用された

事例は東京よりも圧倒的に地方が多い6)。 

 これに対し国家戦略特区は、その決定においても

運用においても、厳格なトップダウンの態勢を敷い

ている。第一に、規制緩和のメニューに当たる「基本

方針」を策定し規制緩和の特例措置を創設する国家

戦略特区諮問会議である。議長を首相が務め、官房長

官や担当大臣以外の国務大臣は首相が指定する者だ

けしか参加できない。また民間有識者についても首

相が任命することとされている。第二に、区域の指定

を受けて区域における計画策定から実施までを担う

国家戦略特別区域会議である。区域会議には、担当大

臣のほかに関係自治体の長が入るが、ここでも首相

が任命した民間事業者を含む有識者が入る一方で、

関係大臣の参加は排除されている。区域会議の計画

案は諮問会議の審議にかけられ、最後は首相に認定

を受ける仕組みとなっている7)。 

 総じて、諮問会議と区域会議という二重構造を通

じて、首相、実際には首相官邸が主導する新たな規制

緩和の推進体制が構築されたということができよう。

この二重のトップダウン構造は、主に二つの勢力を

排除することを意味している。一つは、規制緩和の抵

抗勢力となりうる関係省庁の参加を、大臣を含め極

力排除していることである。もう一つは、後述するよ

うに規制緩和の対象地域における地方自治体の意思、

なかんずく住民意思の反映を事実上排除しているこ

とである。 
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民間企業の直接参加と首相主導 

 上述のトップダウンと排除の構造は、同時に規制

緩和を求める民間企業の意向を直接に反映させるガ

バナンス構造と表裏一体である。 

 諮問会議のメンバーに民間有識者が任命されるの

は既述の通りだが、国家戦略特区法32条では、「経済

社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強

化または国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れ

た識見を有する者の数は、（略）議員の総数の十分の

五未満であってはならない」と規定されている。つま

り、規制緩和を推進する民間有識者が諮問会議の半

数以上を占めることがあらかじめ定められている

（奈須2014：36）。 

 また区域会議においては、そのメンバーの中に「経

済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の

強化または国際的な経済活動の拠点の形成に関し優

れた識見を有する者」を公募により選定することが

定められている。 

 国家戦略特区の具体化を産業競争力会議等で主導

した竹中平蔵は、「特区の作り方そのものを根本的に

変える」ことを主張し、「徹底した総理主導の特区に

すること」と同時に、担当大臣と地方自治体首長に民

間事業者を加えた「ミニ独立政府」のような形で特区

を推進していくことを強調した（服部2013：2）。その

含意は、首相主導のトップダウン構造の構築に加え、

規制緩和の下で活動範囲を拡大する民間事業者の意

向を直接的に反映させることであったといえよう。 

 

国家戦略特区と議会制民主主義および地方自治： 

自治体と住民の排除 

 最後に、国家戦略特区の持つ問題点について、民主

主義および地方自治との関係で指摘しておきたい

（郭・奈須・内田2017：133－134、山口2014：64－67、

新里2014）。 

 まず、構造改革特区や総合特区を含む特区制度に

共通する問題である。そもそも経済社会における規

制を規定する法律は、議会制民主主義の下、国会に

よって制定され、全国一律に適用されることを原則

とする。これに対し、「特区制度」は内閣総理大臣の

認定によってのみ、特定地域において特例措置を設

けるものである。これは、国会を中心とした法治主義

や議会制民主主義の理念に抵触する。同時にこれは、

憲法14条に定める法の下の平等に反するという指摘

もある（山口2014：64）。 

 さらに法律家等によって指摘されるのは、憲法95

条における「一の地方公共団体のみに適用される特

別法」との関係である。特定の地域のみに適用される

法律を制定する場合、国会の議決とともに住民投票

による過半数の同意が必要とされる95条の規定が、

「特区制度」においてなぜ適用されないのか、明確な

説明はない。住民自治を重視する立場からは、国家戦

略特区に対してこの住民投票制度を適用する可能性

を探る議論もある（新里2014）。 

 次に、国家戦略特区に固有の問題である。既述のよ

うに、構造改革特区と異なり、国家戦略特区は地方自

治体の発意により認定されるものではない。特定地

域に限定して行われる規制緩和の決定にも関わらず、

そのメニューや適用地域はあくまで首相主導で決定

される。さらに、区域会議では関係地方公共団体の長

が議員となるものの、民間議員が過半数を占める構

成となっている。ここに地方自治体の住民あるいは

議会の意思が反映される仕組みはなく、これらのア

クターは決定過程からも実施・運用過程からも排除

されている。したがって、国家戦略特区の制度は、団

体自治という点からも、住民自治という点からも、地

方自治を顧みることなく、首相および首相官邸の意

向によって特定地域の規制緩和を推進する仕組みと

なっているのである。 

 国家戦略特区は、2018年に国会や世論をにぎわせ

た加計学園問題において、にわかに注目を浴びるこ

とになった。国家戦略特区が首相・官邸主導のスキー

ムであることを利用して、首相の縁故者に対する「利

益供与」が行われたのではないかという疑惑は、この

仕組みが国会の統制や地方自治体の民主的統制の

「治外法権」となっていることを強く印象づけた。他

方で、奈須りえが指摘するように、国家戦略特区の

「本丸」ともいえる東京圏における都市再開発におい

ては、規制緩和を活用した開発事業に莫大な公的財

政が投入される一方で、住環境の悪化や税負担の増

大など地域住民への影響が大きい（郭・奈須・内

田2017：129）。このような特区を活用した開発が、当

事者としての住民の意思を反映する仕組みを持たな

いまま推進されていることは、地方自治および民主

主義の問題として看過されるべきではない。 

 

二 地方創生 人口減少を梃子とした自治体

の政策動員、機能集約、集権的管理 

 本章では、第二次安倍政権以降の地方政策の看板
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政策にもなった、地方創生について検討する。政策と

しての地方創生の内容は多岐にわたるが、その特徴

は、①日本創成会議「増田レポート」に代表されるい

わゆる「地方消滅」論を契機としていること、②ま

ち・ひと・しごと創生法などに基づき政府が自治体に

国の政策を具体化させる「地方版総合戦略」を策定さ

せる形で進んだこと、③人口減少対応の考え方とし

て自治体の「選択と集中」を採用し自治体の広域連携

を進めたこと、④各自治体における地方創生の進捗

を「重要業績指標（Key Performance Indicator＝
KPI）」を使って中央政府（内閣府・総務省）が集権

的に管理したこと、にまとめられる。 

 

（1）「地方創生」政策の概要 

1）「増田レポート」とそれを梃子とした政策起動 

 2014年5月8日、増田寛也元総務大臣（現・日本郵政

社長）が座長を務める日本創成会議は、「ストップ少

子化・地方元気戦略」において、2040年までの全国自

治体の人口推計（独自）に基づき、半数以上の自治体

が「消滅可能性危機」にあると公表した（日本創成会

議2014）。同報告はその後「増田レポート」と呼ばれ

るようになった。 

 増田レポートの推計は、2010年までの5年間の人口

移動を前提としていること、20～30代の女性人口が

半減することをもって当該自治体の「消滅可能性」と

断定していることなどを特徴とする。2040年までに

「消滅可能性」のある自治体は、896市区町村に上ると

された。この推計は、マスコミ報道を通じ各地で、特

に消滅可能性と名指しされた多くの自治体が存在す

る地方において、衝撃をもって受け止められた。例え

ば、77のうち34市町村が「消滅可能性」に該当すると

された長野県では、翌日の信濃毎日新聞が日本創成

会議の県内市町村についての全推計を掲載し、「『少

子化の要因』危機感」と大きく報じている8)。 

 増田レポートは、上記の推計を受けて、地方におけ

る人口減少・少子化への対応として大きく三つの政

策を提案した。一つは、「ストップ少子化戦略」であ

り、若者が結婚し、子育てしやすい環境を作り、もっ

て国民の希望出生率の実現に貢献しようとすること

である。二つは、「地方元気戦略」であり、「若者に魅

力ある地域拠点都市」に投資と施策を集中し「新たな

集積構造」を作り、もって大都市への若者の流出を食

い止めることである。後述する「選択と集中」、「コン

パクト（な拠点）とネットワーク」という地方再編の

スローガンは、この政策の文脈において発信されて

いる。三つは、「女性・人材活躍戦略」であり、女性

や高齢者の活躍推進により、生産年齢人口の減少に

対応しようとするものである。 

 増田レポートについては、その推計方法や提案に

ついて多くの批判がある（岡田2014、小田切2014、山

下2015）9)。しかしここで重視したいのは、同レポー

トの発表を皮切りに、人口減少対策に焦点を当てた

新たな地方政策が、安倍政権によって次々と打ち出

されたことである10)。 

 まず6月24日に経済財政諮問会議「骨太の方針2014」

が閣議決定された。このうち、「第1章」の「4．日本

の未来像にかかわる制度・システムの改革」では、

「人口減少・超高齢化の克服」を課題として掲げ、「望

ましい未来像に向けた政策推進」を提起しているが、

その基本内容は増田レポートの提起に沿ったもので

ある。そして、「とりわけ、地域の活力を維持し、東

京への一極集中傾向に歯止めをかけるとともに、少

子化と人口減少を克服することを目指した総合的な

政策の推進が重要であり、このための司令塔となる 

本部を設置し、政府一体となって取り組む体制を整

備する」と締めくくっている。これを受け、同年9月

の内閣改造時に首相を本部長、石破茂氏を地方創生

担当大臣としてまち・ひと・しごと創生本部（地方創

生本部）の設置が行われた。 

 次に、時間は前後するが、5月15日に第三十一次地

方制度調査会が発足した。同調査会に対する安倍首

相の諮問事項は、「人口減少社会に的確に対応する三

大都市圏および地方圏の地方行政体制のあり方、議

会制度や監査制度等の地方公共団体のガバナンスの

あり方」である。ここでも、増田レポートにおける

「人口減少・地方消滅」論を念頭に置いた制度改革へ

の志向が見て取れる。 

 

2）自治体の総合戦略づくり：国の下部計画としての

「地方版総合戦略」 

 2014年12月、地方創生本部による「まち・ひと・し

ごと創生長期ビジョン」（長期ビジョン）および「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」（総合戦略）が閣議

決定された。「長期ビジョン」では、人口減少問題の

克服のために、「2060年に1億人程度の人口を確保」、

人口減少の歯止めとして「国民希望出生率1.8％」、東

京一極集中の是正、成長力の確保として「2050年代に

実質成長率1.5-2.0％程度」を掲げた11)。 
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 そのうえで、それらを実現する5年間の政策として

の「総合戦略」において政策目標と施策を打ち出して

いる。その内容は、①2020年までの5年間で地方での

若者雇用30万人分創出などにより、「地方における安

定的な雇用を創出する」、②東京圏に10万人の転入超

過があるのに対して、2020年までに地方移住や企業

の地方立地の促進などにより、「地方への新しいひと

の流れをつくる」、③若い世代の経済的安定や「働き

方改革」、結婚・妊娠・出産・子育てについての切れ

目のない支援などにより、「若い世代の結婚・出産・

子育ての希望をかなえる」、④「まち」の活性化とし

て、中山間地域等、地方都市、大都市圏各々の地域の

特性に応じた地域づくりなどにより、「時代に合った

地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と

地域を連携する」となっている12)。 

 同時に地方創生本部は、「地方創生においても、地

方が自ら考え、責任をもって戦略を推進する」ため、

地方創生法第9条・第10条に基づき、各都道府県と市

町村に対して、それぞれ地方版の「人口ビジョン」お

よび「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（「地方版総

合戦略」）を策定することを要請した。地方創生本部

から各自治体への通知にもとづき、この「地方版総合

戦略」の策定においては、①国の長期ビジョンおよび

総合戦略を勘案すること、②地方創生の実施におい

て、「産官学金労（産業界・行政・大学・金融機関・

労働団体）や住民代表も含めた多様な主体が参画し

て」進めること、③「地方版総合戦略」の策定におい

ては、各自治体で政策目標の設定から施策・事業の効

果の検証までのPDCAサイクルを確立すること、④

国の総合戦略にならって、「地方版総合戦略」の策定

においても、実現すべき成果について、「各施策の効

果を客観的に検証できるようにするため、施策ごと

に、客観的な重要業績評価指標（KPI）を設定する」

ことが求められた13)。つまり、「地方版総合戦略にお

いても、PDCAサイクルを導入して、その進捗を基本

目標に係る数値目標や具体的な施策に係る重要業績

評価指標（KPI）の達成度により検証し、改善する仕

組みを構築すること」（通知）を求めるものであった。 

 この地方創生本部の方針にもとづき、各都道府県

及び市町村では「地方版人口ビジョン」および「地方

版総合戦略」の策定が進められた。2015年3月末まで

に、すべての都道府県と99.8％の市町村において、策

定が完了した14)。 

 以上のように自治体が策定した「地方版総合戦略」

は、プロセス、政策内容、目標および主体のすべてに

ついて、国が示した総合戦略とその進め方を地方が

「下部計画」として具体化するという特徴が顕著で

あった。 

 

3）広域連携：あらたな自治体と都市機能の「選択と

集中」 

 広域連携は、安倍政権の地方創生政策において、自

治体の総合戦略づくりと並ぶ柱として取り組まれた。 

 平成の市町村合併後の基礎自治体について、その

効率化と国による財政負担の軽減をどう進めるのか

という論点は、民主党政権下でも議論が進められて

きた。同政権下で発足した第30次地方制度調査会の

答申（2013年6月）では、「地方中枢拠点都市」を設定

し、当該都市を拠点とする広域連携を進め、三大都市

圏と並んで我が国の経済をけん引する役割を果たす

ことが求められた。 

 次に、前述の日本創成会議「増田レポート」（2014

年5月）は、予想される「地方消滅」に対し、これら

の地方中枢拠点都市（地方中核都市）に地域資源の

「選択と集中」を行い、これらを軸にして人口減少に

対する地方独自の再生産構造をつくる「防衛・反転

線」を敷くことを提起している。同レポートの議論

は、これまでの施策を「すべての集落に」「小粒な施

策を総花的に行う」ものであると描きつつ、そのよう

な財政的余裕はないと否定する。そして財政や人口

制約から限られた数の地方都市にだけ資源や政策を

集中投下し、人材や資源が集積し付加価値を生み出

す構造を作り出せというものである（増田2014：48 

-50）。 

 この認識は、翌月に公表された経済財政諮問会議

「骨太の方針2014」（2014年6月）において「地域の合

意形成の下での都市機能の集約や地方中枢都市圏等

の形成等を図り、行政サービスの集約と経済活動の

活性化を実現する」との表現で政府に共有された。続

く8月には、「地方中枢拠点都市構想推進要綱」（2014

年8月）が策定された。これは総務省を中心に地制調

答申を具体化したものであるが、「集約とネットワー

ク」の考え方に基づき、圏域の中心都市が周辺市町村

と連携し「地方が踏みとどまるための拠点」を形成す

る増田レポートの論理を採用する内容であった。「増

田レポート」は一民間シンクタンクの提言であった

が、安倍政権はそのショッキングな未来予想を共有

し、それを梃子に新たな地方制度のあり方への改革

163 



長野大学紀要 第42巻第2号   2020               158 

 

- 8 - 

 

を着実に進めたのである。また、この間国交省は「高

次地方都市連合」を、経産省は「都市雇用圏」を提唱

し圏域の形成を主張してきた。これらは、年末の「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」（2014年12月）にお

いて、新たな「連携中枢都市圏」と既存の「定住自立

圏」という二種類の圏域によって人口減少に対処す

るという方針にまとめられた。 

 

連携中枢都市圏 

 では、連携中枢都市圏の概要を概観しよう。 

 まずその目的は、前述のような類似の圏域概念を

統一しつつ、各地域において「相当の規模と中核性を

備える圏域において市町村が連携」する仕組みを作

ること、「コンパクト化とネットワーク化により、人

口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を

有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成」

することである15)。 

 次に、連携中枢都市圏が担う役割は、以下の三つが

挙げられる。第一には、「圏域全体の経済成長のけん

引」である。ここには、産学金官の共同研究・新製品

開発支援、六次産業化支援等が想定されている。第二

には、高次の都市機能の集積・強化である。高度医療

の提供体制の充実、高等教育・研究開発の環境整備等

が想定されている。第三には、圏域全体の生活関連機

能サービスの向上である。地域医療確保のための病

院群輪番制の充実、地域公共交通ネットワークの形

成等が想定されている。 

 連携中枢都市圏は、「地方圏において、昼夜間人口

比率おおむね1以上の指定都市・中核市と、社会的、

経済的に一体性を有する近隣市町村とで形成する都

市圏」を指すものとされており、総務省が先行して概

念化した地方中枢拠点都市を中心に各道県に形成さ

れることが想定されていた。手続としては、中枢都市

に該当する自治体が「連携中枢都市宣言」を行い、周

辺の市町村と個別に「連携協約」を締結する。そのの

ち、都市圏として「ビジョン」を策定・公表するもの

とされている。 

 2020年4月の時点で、36市34圏域が連携中枢都市圏

を形成している。ここには325市町村が含まれる。他

方で連携中枢都市の要件を満たす市は61市であ

り、25の地域では資格があるにもかかわらず連携中

枢都市圏が未形成であるともいえる。 

 

定住自立圏 

 次に定住自立圏について概観しよう。 

 定住自立圏は、連携中枢都市圏に先駆けて、都市機

能の「集約とネットワーク」化を進めるべく2008-09

年に導入された制度である。当時、平成の市町村合併

が一段落し地方制度改革の焦点は道州制に移ってい

たが、基礎自治体同士の新たな連携を図り、資源管理

やサービスの効率化を図りつつ、地域の人口減少を

食い止める取り組みとして、まず定住自立圏が構想

されたのである。「定住自立圏構想研究会」は2008年1

月に設置され、5月には報告書を提出した。これを受

けて、定住自立圏推進要綱（2008年12月）が策定され、

中心市と周辺市町村が、「自らの意思で1対1の協定を

締結することを積み重ねる結果として形成される圏

域」として制度化された。 

 導入当初の定住自立圏の目的は、以下のように想

定されていた。第一に、「集約とネットワーク」の考

え方に基づき、圏域全体の都市機能の集約と必要な

生活機能を確保すること。第二に、連携・協力により

農林業の振興や環境保全を図り圏域全体を活性化す

ること。第三に、地方への民間投資を促進し、内需を

掘り起こし地域経済を活性化すること。第四に、地方

圏からの人口流出を食い止め、地方圏への人の流れ

を創出すること。 

 この目的を達成するために、定住自立圏に求めら

れる役割は、①生活機能の強化（休日夜間診療所の運

営、病児・病後児保育の実施、消費生活法律相談の実

施、地場産業の育成等）、②結びつきやネットワーク

の強化（デマンドバスの運行、滞在型・体験型観光・

グリーンツーリズムの推進、生活道路の整備等）、③

圏域マネジメント能力の強化（合同研修の実施や職

員の人事交流、外部専門家の招聘等）となっている。 

 定住自立圏は、人口5万人以上で昼夜間人口比率1

以上の自治体が中心市宣言を行い、この中心市と近

隣市町村が個別に定住自立圏協定（議会の議決が必

要）を締結することによって成立する。協定を結んだ

市町村は、圏域の将来像や推進するとりくみを記載

した「定住自立圏共生ビジョン」を策定する。 

 「まち・ひと・しごと創生総合戦略2014」では、定

住自立圏につき「人口の観点を含めこれまでの取組

成果について再検証を行」いつつ「雇用増対策など定

住自立圏の取組の支援策を検討・実施」し、2020年度

には定住自立圏の協定締結等圏域数を140圏域まで

増やすことがKPIとして記載された。2020年10月時
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点では、128の圏域が成立しており537市町村が参加

している16)。 

 

4)地方創生における広域連携論の論理： 

人口のダム、中心都市への「選択と集中」 

 ここで地方創生における圏域を軸とした広域連携

推進論の特徴についてまとめておこう。第一に、各地

における人口減少の歯止めとなる、「人口のダム」と

しての役割が期待されていることである。第二に、そ

のために都市機能や自治体機能につき、中心都市を

軸に「選択と集中」を行うということである。これは、

中心市以外の周辺市町村がフルセットの行政機能を

保持しないことも含んでいる。第三に、中央政府によ

る行財政資源の投資は、各圏域の拠点都市に集中さ

せることである。これは周辺市町村への配分の将来

的な漸減をも意味している。したがって第四に、この

広域連携は、基礎自治体の間に、地域を牽引する中枢

都市と従属的な地位に置かれる周辺自治体という序

列関係を緩やかに導入するということである。 

 これらの「圏域」を単位とする広域連携は、2010年

代安倍政権の後半に、総務省「自治体戦略2040構想研

究会」によって、基礎自治体に代わる新たな「スタン

ダード」として位置づけられ、再びクローズアップさ

れることとなる。地方創生の広域連携論は、2010年代

後半の「圏域マネジメント」論の嚆矢であり、その基

本認識と論理は、すでに2010年代前半から形成され

てきていたといえよう。 

 

（2）地方創生と経済政策 

1）経済政策としての地方創生 

 安倍政権の地方政策の柱である地方創生の特徴は、

それが政権の経済政策の一領域として進められたこ

とである。このことは、地方（自治）政策が経済成長

や財政削減あるいは効率性といった経済的価値に対

して従属的な位置に置かれるという結果をもたらし

ている。ここでは産業競争力会議による「日本再興戦

略」と経済財政諮問会議の「経済財政運営と改革の基

本方針（骨太の方針）」の記述から、安倍政権におけ

る地方の位置づけを確認してみよう17)。 

 産業競争力会議は、第二次安倍政権発足直後に置

かれた日本経済再生本部の会議体であり、首相を議

長とするほか、経団連会長をはじめとする財界実力

者、竹中平蔵氏など新自由主義派の経済学者などが

名前を連ねる。2013年秋からは増田寛也氏も議員と

なっている。同会議がまとめる「日本再興戦略」と後

継の未来投資会議がまとめる「未来投資戦略」

は、2010年代安倍政権と経済界が求める経済政策を

直接に表現したものとなっている。 

 「日本再興戦略」（2013）および「日本再興戦略2014

改訂版」は、安倍政権の経済政策であるアベノミクス

のうち、「成長戦略」の方針を示すものである。そこ

では地方を対象とした網羅的な政策ではなく、先述

の国家戦略特区による規制緩和を中心に、大都市の

「立地競争力のさらなる強化」が掲げられている。た

だしその中には当初から、「公共施設等運営権の民間

開放」というPFI/PPPの戦略的推進が入っていたこ

とは重要である。続く「日本再興戦略改訂2015」では、

「ローカル・アベノミクスの推進」として、地方にお

ける産業活性化が重視されるようになる。ここでは、

地方における中小企業の稼ぐ力の強化や、サービス

産業の活性化、地方の観光産業等の基幹産業化など

が、自治体によるPFI/PPPの推進と並んで掲げられ

ている。各自治体が策定を進める「地方版総合戦略」

は、「ローカル・アベノミクス」という地方の成長戦

略として位置づけることが要請されるようになった

のである。 

 そのことは、2015年6月末に閣議決定された地方創

生の新方針が「まち・ひと・しごと創生基本方針2015

－ローカル・アベノミクスの実現に向けて－」と銘打

たれたことに表れている18)。この「ローカル・アベノ

ミクスの実現」として要請されているのは、「①各地

域の「稼ぐ力」の引き出し、②熱意と意欲のある地域

へのインセンティブ改革を通じた「地域の総合力」の

引き出し、③民間の創意工夫を最大限に活用した「民

の知見」の引き出し」であり、「日本再興戦略2015」

を地方創生で具体化する内容となっている。さらに、

その直後には、地方創生を深化させる新たな主体に

ついての言及がある。具体的には、「新たな「枠組み」

「担い手」「圏域」づくり」として、自治体と民間事業

者による官民協働や人材育成に加え、「新たな圏域づ

くり」が挙げられている（P.5）。後者はもちろん、前

述の連携中枢都市圏や定住自立圏の推進を含んでい

る。 

 さらに、経済財政諮問会議「骨太の方針2015」にお

いて「まち・ひと・しごとの創生と地域の好循環を支

える地域の活性化」という項目が建てられ、地方創生

が地域の経済成長の政策として位置づけられた。し

たがって、地方創生政策による各自治体の総合戦略
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づくりとその推進や新たな圏域づくりは、安倍政権

の経済政策、特に成長戦略の地方における具体化で

あるといえる。このことは必然的に、地方創生が、国

家主導の画一的な内容によって各地方で取り組まれ

るという結果をもたらすこととなった。 

 

2）地方における成長戦略としての「公共サービス産

業化」 

 次に、安倍政権が地方の経済成長における要と位

置づけた公共サービスの改革についてみていこう。 

「骨太の方針2014」では、主に社会資本整備の項目で、

今後のインフラの老朽化に対して効率化、PFI/PPP
を中心とした民間活力、「選択と集中」と優先順位の

明確化などが方針化されていた。また公的部門改革

の推進では、行政のIT化を中心に業務改革や行政改

革が掲げられていた。これに対し、「骨太の方針2015」

では、公共サービス全体を視野に入れた改革を掲げ

た。すなわち、国および地方の歳出改革の中で、公共

サービスの無駄をなくし質を改善するためとして、

「公的サービスの産業化」「インセンティブ改革」「公

共サービスのイノベーション」に取り組むことを方

針化している（P.22、P.26-29）。これは効率化や民間

活力を駆使した歳出削減だけでなく、PPP/PFIを通

じて民間投資を拡大し、「公共サービス分野を新たな

成長のエンジンにすること」（P.24）を明確にするも

のであった。 

 すでに紹介したように、「日本再興戦略」では、当

初から規制緩和と並んでPFI/PPPによる「官製市場

開放」が主張されていた。安倍政権は、2013年に

「PPP/PFI推進アクションプラン」を策定し、この推

進に着手していた。そもそもPFIは、1999年制定の

PFI法に基づき、「公共施設等の建設、維持管理、運

営等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用

することにより、同一水準のサービスをより安く、又

は、同一価格でより上質のサービスを提供する手法」

とされる19)。安倍政権が特に重視し系統的に拡大を

追求したのは、2011年のPFI法改正によって導入され

た「公共施設等運営権制度」を活用した「コンセッ

ション方式」と呼ばれるものであった。 

 コンセッション方式を軸とするPFIが「公共サービ

ス産業化」の手段として位置づけられる中で、地方創

生における都市機能の「選択と集中」「集約とネット

ワーク」という政策と、地方の経済成長＝「ローカ

ル・アベノミクス」の実現という政策が、自治体が保

有する公共施設や社会資本のマネジメントにおいて

集約されることとなったのである。これが具体化さ

れるのが、次稿で検討する自治体の公共施設総合管

理計画の策定とその推進であり、公的不動産への民

間資金導入の急速な拡大であった。 

 ここでは、地方創生が安倍政権の経済政策＝アベ

ノミクスの地方における担い手として位置づけられ

る中で、地方における経済成長のターゲットとして

自治体の公共サービス、特に社会資本や公共施設が

「産業化」の対象としてクローズアップされることと

なったことを確認しておこう。 

 

(3）地方創生のガバナンス 

 次に、地方創生を中心とする安倍政権の地方政策

のガバナンスに関わる問題を検討する。ここでは、地

方創生における推進体制、中央地方関係、および地方

自治のありようを地方創生のガバナンスと呼ぶ。そ

の特徴は、①国家主導、②国の経済成長重視、③財政

誘導とKPIによる集権的管理、④都市機能や自治体

機能のリスケーリング志向、⑤基礎自治体の地方自

治の「空洞化」、の五点にまとめることができる。 

 

1)国家主導の地方創生と経済成長重視 

 第一に、国家主導について。地方創生は、各自治体

が「自発的に」総合戦略を策定して地域の雇用や経済

あるいは移住定住を促進し、必要に応じて連携中枢

都市圏などの広域連携を進めるものである。しかし、

各地域で地方創生を進める際の現状認識やその方法、

取り組む政策の大枠は国が定めている。総合戦略は、

まず中央政府レベルで策定され国全体の目標値が設

定される。それを受け多くの自治体は、国が推奨する

とりくみを地方で具体化する戦略を策定して取り組

んでいる。 

 第二に、地方創生の目標には、先述の通り「ローカ

ル・アベノミクス」という成長戦略が途中から上書き

され、経済成長という国家目標に向かって地方が取

り組むことが推奨されている。本来自治体が民主的

な討議に基づき自立的に決定する地域の発展計画は、

中央政府の主導のもと国の経済政策を地方で具体化

する下位計画とされていると言えよう。 

 

2)財政誘導とKPIによる管理 

 第三に、このような国家主導の地方政策は、各自治

体を、交付金による財政誘導と目標管理の仕組みに
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よってコントロールすることで推進されている。地

方創生は、当初から各種の財政誘導措置が導入され

てきた。平岡（2015）によれば、①地方交付税による

財政誘導、②新交付金による財政誘導、③地方版総合

戦略に対する各省庁の補助金、④地方税制による財

政誘導がある。 

 まず地方交付税については、「地域の元気創造事業

費」「人口減少等特別対策事業費」が新たに創設され

た。さらに広域連携についても交付税の措置が設け

られた。連携中枢都市圏では、連携中枢都市に対し

て、①圏域全体の「経済成長のけん引」および「高次

機能都市の集積・強化」の取り組みに対する普通交付

税措置、②「生活関連機能サービスの向上」の取り組

みの対する特別交付税措置が設けられた。このよう

に、広域連携に対する財政誘導措置が行われている

だけでなく、圏域の中心都市に対して傾斜的に財政

誘導が行われていることは、単なる広域連携ではな

く中心となる都市に集中して投資する地方創生の政

策志向が現れていると言えよう。 

 次に地方創生に関わる一連の交付金とその仕組み

を見よう。地方創生については、地方創生先行型交付

金（2014補正）、地方創生加速型交付金（2015補正）、

地方創生推進交付金（2016当初～）、地方創生拠点整

備交付金（2016補正～2019補正）の各種の交付金が創

設され、自治体の地方創生の取り組みを誘導した。 

 このうち、地方創生推進交付金は、地域再生法にお

ける地域再生計画のなかに、「まち・ひと・しごと総

合戦略」の各種事業を記載することによって交付の

対象となるものである20)。この交付金のスキームの

ポイントは、第一に、地域再生計画は内閣総理大臣の

認定を受ける必要があるということである（地域再

生法5条）。したがって、「地方公共団体の自主的・主

体的で先導的な事業を支援」という事業目的がある

一方で、大前提として国の意向に沿った事業である

ことが求められる。これは特に、地方創生において国

が推奨する、「官民協働」「地域間連携」など主体に関

わる条件と、「しごと創生」「観光振興（DMO等）」な

ど政策領域に関わる条件をクリアした事業を申請す

るように誘導するものである。 

 第二に、交付金の対象事業については、各自治体に

KPIを設定することを求め、それに基づいた目標管

理の仕組み、すなわちPDCAサイクルを導入したこ

とである。このPDCAサイクルの特徴は、「地方公共

団体が自主的に設定したKPIに基づく客観的な効果

検証を実施」する一方、「KPIの達成状況については、

国においても地方公共団体より報告を受け、検証を

行った上で、次年度以降の交付金の交付に反映」とさ

れているように、自治体の目標管理をさらに国が管

理する仕組みとなっているということである。KPI
は、客観的な成果、事業の直接的な効果、妥当な水準

をそれぞれ表す指標であることが求められる。この

KPIによって事業の達成すべき目標が設定されたの

ちに事業が実施され、実施後はKPIの達成状況を国

に報告するとともに自治体が自らそれを検証するこ

とも求めている。総じて同交付金におけるPDCAサ
イクルとは、地方創生事業の目標設定と事後評価を

国の管理の下に行い、国の求める政策を地方で事業

化し推進することを求める仕組みであるといえよ

う21)。 

 そもそもKPIによる目標管理という方式は、企業

経営における成果指標を用いた管理システムを、経

済界の意向を受けた第二次安倍政権が政権の取り組

みの政策評価として取り入れたものである（川

上2017：23-25）22)。そのねらいは、企業全体の業績

目標の効率的効果的な達成である。これが地方創生

に導入されているということは、地方創生全体が

ローカル・アベノミクスなどの国家目標を達成する

手段として位置づけられていることを示している。

他方で、金井利之が指摘するように、KPIの設定は事

前に自治体が「出させられる」ことに特徴がある。地

方創生の事業を行わなければならない自治体は、国

の交付金の獲得競争に乗らざるを得ないが、そのた

めには国の意向に沿った「高め」の数値目標を「嫌々」

出させられる。国は、あくまで自治体の責任であるこ

とを確認しながら、その成果を事後検証し、次年度の

交付を事実上審査する。それゆえ、「国にとって、KPI
というのは、後出しじゃんけんで都合よく使える手

法」なのである（金井・山下2015：28-29）。総じて、

KPIによるPDCAサイクルは、第二次安倍政権に

よって新たに導入された、「自治体の自発性を梃子に

した」集権的管理手法であるといえよう23)。 

 

3)都市機能および自治体機能のリスケーリングの推

進 

 第三に、地方創生は、都市機能や自治体機能をでき

るだけ統合し、新たな規模（スケール）による都市機

能や自治体サービスを提供することを志向する。こ

のリスケーリングが直接に表れるのは、連携中枢都
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市圏や定住自立圏であり、次稿で扱う予定の公共施

設の統廃合である。 

 地方創生における広域連携の論理はすでに述べた

が、これをリスケーリングの観点から見ると、次のよ

うに指摘できる24)。 

 一つは、各地域における中心都市に地域の経済や

社会の諸機能を集中させることをめざしていること

である。これは当然ながら周辺市町村における都市

機能や社会のサービス機能等の中心市への統合・集

約と喪失とセットで進められることが想定されてい

る。この「選択と集中」の中心には、自治体の行政

サービスの「選択と集中」が想定されている。二つに

は、自治体行政サービスの「選択と集中」は、自治体

の行政効率化と財政削減を目標としていることであ

る。三つには、同時に、自治体行政サービスの「選択

と集中」は自治体の行政サービスの「産業化」の推進

を目標としていることである。そして四つには、上記

三つの特徴を持つがゆえに、このリスケーリングの

プロセスは国、都道府県、産業界、中心市がリードす

るものとなっているということである。したがって、

そこには本来自立的ないし決定権を持つ基礎自治体、

特に中心市以外の周辺市町村の意思が反映される余

地は少ない（外川2016b：43）。 

 以上から、このリスケーリングは、中心市とそれ以

外の周辺市町村の関係について以下のような変化を

もたらす。第一に、対等な関係から主従関係への変化

である。第二に、自治体機能の中心市への統合に伴う

小規模自治体のフルセット機能の否定である。第三

に、新たに設けられる「圏域」の施策や行財政資源に

対する自治の「空洞化」である。 

 

4)地方創生と地方自治：進行する自治の「空洞化」 

 最後に、これまで見てきた地方創生に関わるガバ

ナンスが、基礎自治体における地方自治にどのよう

な影響を及ぼすと考えられるか、簡単にコメントし

たい。 

 第一に、安倍政権の地方創生は、「地方消滅」論に

集約される人口減少と行財政資源枯渇という未来予

測と対応課題を中央政府が設定し、それに基づく自

治体の対応課題がブレイクダウンして設定されると

いう流れで行われている。多くの自治体は、政府の策

定した総合戦略とそこで設定された主要4領域にお

ける課題を引き受け、KPIを設定している。人口減少

と行財政資源の制約が多くの自治体に共通する課題

であることは事実であるが、そのあらわれ方や程度

は自治体によって多様であり、それをどう認識しど

のような対応課題を設定するのかは、本来自治体が

自立的に分析・評価し住民の意向をふまえながら判

断すべき問題である。地方創生は、自治体の現状認識

を「支配」することにより、将来の取り組みに対する

自治体の自己決定を制約し「空洞化」させている。 

 第二に、上記の点を担保するのが、中央政府による

自治体の取り組みに対する、財政誘導とKPIによる

集権的な管理の仕組みである。地方再生計画の内閣

総理大臣による認定を前提とした地方創生推進交付

金による財政誘導や、KPIの達成状況を事実上国が

審査する仕組みは、国の設定した取り組み課題や主

体形成の枠組みの中で対応する限りにおいて、自治

体が地方創生の財源を得ることができる仕組みであ

る。これは、自治体が国の現状認識や政策から外れる

取り組みを行う自由を奪い、国の設定した時間軸の

中で、国の意向に基づいて設定させられた指標の達

成を追求することに自治体を誘導する。 

 第三に、地方創生の下で進められる広域連携は、一

方で周辺市町村から「総合行政主体」としてのフル

セットの行政機能を奪い、他方で中心市を軸として

基礎自治体間に新たな階層構造を作り出す。さらに、

広域連携の中で複数の自治体にまたがって「共有」さ

れるサービスや行財政資源に対する「住民自治」の仕

組みは極めて脆弱である。従来は基礎自治体の下で

民主的な統制のもとに置かれていた行政サービスが

広域連携に「流出」することで、当該サービスに対す

る住民の統制、すなわち住民自治は後退する。以上の

理由から、地方創生下の広域連携もまた、自治の「空

洞化」を加速させる可能性を持つのである。 

（つづく） 

 

 

 

注 

1) 丸山（2012）は、リスケーリングを「グローバル

やリージョナルなスケールで経済・政治統合が進

む中で、既存の国家諸機構の機能や影響力が地理

的スケールの面で布置しなおされる現象をとら

え、その政治経済的なメカニズムを明らかにする

もの」と規定している。リスケーリングは、欧州

においてはEU統合や地域・自治体への大規模な

権限委譲、日本においては平成の市町村合併や道
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州制論議という形で表れている（丸山2012、町

村2015）。 

2) 参照、内閣府「国家戦略特区制度のあゆみ」、

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusent
oc/pdf/history.pdf、および首相官邸HP、https:// 
www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kok
kasenryakutoc.html。 

3) 「日本経済再生本部の設置について」平成24年12

月26日閣議決定。 

4) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/ 
pdf/saikou_jpn.pdf 

5) 竹中平蔵「立地競争力の強化に向けて」平成25年4

月17日、産業競争力会議テーマ別会合提出資

料、8‐9ページ。 

6) 首相官邸HPで確認できる構造改革特区は、全

国434のうち東京は10、特区認定されたのち全国

展開された事例は全国910のうち東京41となって

いる。参照、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ 
tiiki/kouzou2/nintei_ichiran/03_zenkokutenkai
ichiran1.pdf 

7) 内閣府「国家戦略特区の活用事例」2ページ

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusent
oc/pdf/200131_katsuyoujirei.pdf 

8) 信濃毎日新聞2014年5月9日付。 

9) 増田レポートの認識とその処方箋、および増田レ

ポートの処方箋に対する主な論者の議論を検討

した文献として、嶋田（2016）を参照されたい。 

10) この点については、日本創成会議と菅義偉官房

長官を中心とする政権側との間で調整が行われ

た可能性が高いと言われている。岡田（2014）な

どを参照。 

11) 「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（平成26

年12月27日）、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ 
sousei/info/pdf/20141227siryou3.pdf 

12) 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成26年12

月27日）、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ 
sousei/info/pdf/20141227siryou5.pdf 

13) 「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び

市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に

ついて（通知）」（平成26年12月27日）7ページ。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf
/1155.pdf 

14) 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部のHPを参

照。 

15) 総務省HP、https://www.soumu.go.jp/main_ 
content/000680005.pdf 

16) 総務省HP、https://www.soumu.go.jp/main_ 
sosiki/kenkyu/teizyu/ 

17) これまで発表された「日本再興戦略」「未来投資

戦略」は、以下の首相官邸のウエブサイトを参照。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/ke
ttei.html。また経済財政諮問会議による各年度の

「骨太の方針」は、内閣府のウエブサイトを参照。

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/index. 
html。 

18) 「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015 －ロー

カル・アベノミクスの実現に向けて－」（平成27

年6月30日閣議決定）https://www.kantei.go.jp/jp/ 
topics/2015/20150630hontai.pdf。 

19) 内閣府ウエブサイト「PPP/PFI推進アクション

プラン（平成28年5月18日民間資金等活用事業推

進会議決定）」を参照。https://www8.cao.go.jp/pfi/ 
actionplan/pdf/actionplan28_1.pdf。 

20) 以下の記述は、内閣府地方創生推進事務局交付

金チーム「地方創生推進交付金の概要」（平成30

年11月）を参照。https://www.kantei.go.jp/jp/ 
singi/tiiki/tiikisaisei/souseikoufukin/kentokai_
dai1/181113kentoukai_kouhukingaiyou.pdf。 

21) このような仕組みは、すでに地方創生先行型交

付金においても導入されていた（平岡2015：180

－184）。 

22) 川上も指摘するように、これを産業競争力会議

で当初から強く主張したのは、三木谷浩史・楽天

会長である。第1回産業競争力会議三木谷議員提

出資料を参照。https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ 
keizaisaisei/skkkaigi/dai1/siryou6-9.pdf。 

23) ただしKPIの「新しさ」は表面的なものであり、

上位組織が組織の下部単位に事前に目標を出さ

せ、期限を区切ってその遂行責任と裁量を与え、

結果を評価にかけて次の予算措置等で処遇する

手法は、2000年代に普及した新公共管理（NPM）

型の統制手法と本質的には同じである。 

24) 外川（2016a）は、これらの広域連携を平成の市

町村合併から連なり将来の道州制の導入に向か

う、経済のグローバリゼーションに対応したリス

ケーリングの過程として捉えている。 

 

付記：本稿における各種ウェブサイトの最終閲覧日
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は、すべて2020年9月30日である。 
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